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福岡県志免町議会第58号

議会だより

９
月 

定
例
会

福岡都市圏町村初	 2〜 3
　　議会基本条例制定	 （条例文は18〜 19）

21年度一般会計決算
黒字5億4900万円だが依存財源増	 4〜 5
23年から10年間
第５次総合計画基本構想一部修正し可決	 7

▲柿の木谷（志免３町内会向田地区）より三郡山を望む

わが町のきらっとさん！
し
め
議
会
だ
よ
り		

第
58
号

◇
発
行
・
福
岡
県
志
免
町
議
会

◇
編
集
・
議
会
広
報
特
別
委
員
会　
〒
８
１
１
︲
２
２
９
２　
福
岡
県
糟
屋
郡
志
免
町
志
免
中
央
１
丁
目
１
︲
１

◇
発
行
日
・
平
成
22
年
11
月
１
日　
◇
印
刷
・
株
式
会
社　
三
光 

傍聴に是非お越しください。
議会傍聴は、町民が町政に参加する機会のひとつです。

是非お越し下さい。車椅子席もあります。
詳細は議会事務局までお問い合わせください。

｢議会だより｣についてのご意見をお待ちしております。
TEL	935-1001　FAX	935-7070

議会事務局は町役場４階です。

メールアドレス:gikai@town.shime.lg.jp

次回の定例会は
12月3日より

お知らせ

表紙の写真は東努さんに提供していただきました。
皆さまからの写真提供（志免町の四季）をお待ちしています。

表紙写真の説明・写真募集

政治家は、年賀状等の
挨拶状を出すことが
禁じられています。

入園・入学・結婚・出産・餞別・
寄付などはできません。

お知らせ

亀山古墳・史跡・公園の清掃をされている、

グループを紹介します。

社
会
貢
献
を
め
ざ
し
て

　
亀
山
古
墳
は
亀
山
八
幡
宮
境
内

に
あ
り
、
石
棺
が
町
の
指
定
史
跡

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
九
州
最
大
級
の
箱
式
石
棺
墓

で
、
良
好
な
状
態
で
現
存
し
て
い

る
史
跡
の
囲
り
を
、
毎
月
15
日
を

定
例
と
し
午
前
８
時
か
ら
１
時
間

を
か
け
て
清
掃
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
健
康
で
足
腰
も
丈
夫
に
な
り
、

お
互
い
に
体
を
気
遣
い
、
楽
し
ん

で
活
動
を
し
て
い
る
と
話
さ
れ
ま

し
た
。

　
グ
ル
ー
プ「
倖

し
あ
わ
せ

会
」の
会
員
は
80

人
、
平
均
年
齢
80
歳
の
方
々
が
多

い
と
の
こ
と
で
す
。

　
先
日
は
亀
山
公
園
の
ト
イ
レ
の

落
書
を
消
す
作
業
を
さ
れ
た
そ
う

で
す
。

　
公
共
施
設
を
常
に
美
し
く
、
住

み
良
い
志
免
町
に
す
る
た
め
に
努

力
し
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

　
い
つ
ま
で
も
お
元
気
で
、
活
動

を
続
け
て
下
さ
る
こ
と
を
願
っ
て

お
り
ま
す
。

DVDを貸し出します！
　町議会を撮影したDVDを貸し出します。
　議会初日と最終日および一般質問をDVDに収録
しています。希望される方は、図書館・役場４階
の議会事務局にお越しください。
［お詫びと訂正］
　第57号P５、小型動力ポンプ付積載車の取得、
第６分団を第８分団に訂正しお詫びいたします。

▲史跡周辺の清掃

▲公園の清掃
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９
月
定
例
会
は
３
日
か
ら
24
日
ま
で
の
22
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。
21
年
度
の
決
算
、
22
年
度

の
補
正
予
算
、
議
案
14
件
を
可
決
。
健
全
化
判
断
比
率
・
資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て
の
報
告
、
意
見
書
１
件
、

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
及
び
同
補
充
員
の
選
挙
、
人
権
擁
護
委
員
１
人
の
推
薦
に
同
意
し
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
は
９
月
６
日
か
ら
８
日
ま
で
の
３
日
間
行
い
ま
し
た
。

議会基本条例制定福岡都市圏町村初
町民と議会の関係強化・
意志決定機関としての役割を果たすため

賛成多数で可決（賛成８・反対７）
【賛成】助村・丸山・牛房・大西・西川・吉田・熊本・二宮
【反対】堤・大熊・吉住・池邊・大林・稲永・末藤

議
会
基
本
条
例
に

　

つ
い
て
町
民
と
の

　
　

意
見
交
換
会
開
催

　

８
月
10
日
町
民
セ
ン
タ
ー
視
聴
覚

室
、
８
月
11
日
シ
ー
メ
イ
ト
ホ
ー
ル

に
て
町
民
と
の
意
見
交
換
会
を
開
催

し
た
。

一
．
議
会
報
告
会
の
開
催

　
�

町
民
と
の
意
見
交
換
の
場
と
し
て
、
議
会
報
告
会
を
年
一
回
以

上
開
催
。（
第
５
条
）

二
．
請
願
・
陳
情
は
町
民
か
ら
の
政
策
提
言
と
位
置
づ
け
る
。

　

�

審
議
に
お
い
て
、
提
案
者
が
希
望
し
た
場
合
、
参
考
人
と
し
て

意
見
を
聞
く
場
を
設
け
る
。（
第
４
条
３
・
４
）

三
．
議
員
間
の
自
由
討
議
を
拡
大

　

�

自
由
な
討
議
を
尽
く
し
て
合
意
形
成
に
務
め
議
会
と
し
て
の
説

明
責
任
を
果
た
す
。（
第
８
条
）

四
．
一
般
会
議
の
開
催

　

�

政
策
提
案
の
拡
大
を
図
る
た
め
に
、
町
民
・
各
種
団
体
な
ど
と

の
多
様
な
意
見
交
換
の
場
を
設
け
る
。（
第
４
条
５
）

五
．
反
問
権
の
設
定

　

�

議
論
の
論
点
・
争
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、町
長
な
ど
は
議
長
、

委
員
長
の
許
可
を
受
け
逆
質
問
す
る
事
が
で
き
る
。（
第
６
条
２
）

※
条
例
の
全
文
は
18
・
19
ペ
ー
ジ
に
記
載

議
会
基
本
条
例
制
定
ま
で
の
経
緯

・�

平
成
20
年
10
月
、
議
長
よ
り
諮
問
を
受
け
た「
議
会
基

本
条
例
策
定
検
討
委
員
会
の
設
置
」に
つ
い
て
、
議
会

運
営
委
員
会
で
協
議
し
て
い
く
事
を
決
定
。

・�

平
成
21
年
２
月
、
議
会
運
営
員
会
で
素
案
づ
く
り
を
行

な
う
事
を
決
定
。
先
進
地
26
自
治
体
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
行
な
う
。

・�

平
成
21
年
７
月
よ
り
素
案
づ
く
り
に
着
手
。
平
成
22
年

６
月
ま
で
に
計
15
回
の
検
討
を
行
な
い
、
素
案
作
成
を

行
な
う
。

　

�　

そ
の
間
、
４
月
26
日
、
27
日
に
先
進
地
視
察
と
し
て
、

大
阪
府
熊
取
町
、
京
都
府
精
華
町
を
訪
問
。
議
会
基

本
条
例
を
通
し
て
の
開
か
れ
た
議
会
の
あ
り
方
な
ど

に
つ
い
て
研
修
を
行
な
う
。

・�

平
成
22
年
７
月
、
全
員
協
議
会
に
て
素
案
を
も
と
に
町

民
と
の
意
見
交
換
会
開
催
を
決
定
。

・�

平
成
22
年
８
月
、
素
案
を
も
と
に
行
政
、
住
民
と
の
意

見
交
換
会
を
行
な
い
、
議
会
運
営
委
員
会
で
最
終
案
を

作
成
。

・�

平
成
22
年
９
月
、
議
会
最
終
日
議
員
提
案
に
て
、
条
例

案
を
可
決
。

（
参
加
者
の
主
な
意
見
）

・�

総
合
計
画
を
議
決
し
た
議
会
の
責
任
と

し
て
、
随
時
検
証
し
て
い
く
事
を
基
本

条
例
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
。

・�

住
民
が
意
見
を
申
す
場
で
あ
る
一
般
会

議
を
、
基
本
条
例
の
中
に
う
た
う
べ
き
。

・�

行
政
の
住
民
参
画
条
例
と
議
会
改
革
が

セ
ッ
ト
で
あ
る
事
を
基
本
に
考
え
て
進

め
て
欲
し
い
。

・�

基
本
条
例
の
運
用
を
通
し
て
、
将
来
の

志
免
町
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
て
い
た

だ
き
た
い
。

議
会
基
本
条
例
の
主
な
ポ
イ
ン
ト

「
議
会
基
本
条
例
」制
定
に
あ
た
り

�

議
長　

古
庄
信
一
郎

　

地
方
分
権
・
主
権
が
叫
ば
れ
地
方
自
治
力
が
試
さ

れ
る
時
代
、
二
元
代
表
制
の
一
方
で
あ
る
議
会
の
あ

り
方
が
全
国
的
に
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
こ
そ
、
議
会
・
議
員
は
そ
の
原
点
に
立
ち
返
る

と
同
時
に
、
時
代
の
流
れ
を
熟
知
し
自
ら
改
革
し
て

い
か
な
け
れ
ば
町
民
に
信
頼
さ
れ
る
議
会
と
は
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
改
革
の
象
徴
と
し
て
、
議
会
と
議
員

が
果
た
す
役
割
を
し
っ
か
り
明
文
化
し
行
動
し
よ
う

と
す
る
の
が
こ
の「
議
会
基
本
条
例
」で
す
。

　

一
昨
年
、
議
会
運
営
委
員
会
に
諮
問
し
、
２
年
を

か
け
て
大
西
委
員
長
、
吉
田
副
委
員
長
を
中
心
に
素

案
作
り
を
行
い
、
今
般
９
月
定
例
会
に
て
議
決
制
定

と
な
り
ま
し
た
。

　

議
会
報
告
会
や
一
般
会
議
等
々
を
通
し
て
、
町
民

の
皆
様
と
町
の
課
題
を
議
論
し
共
有
す
る
こ
と
は
、

こ
れ
か
ら
の
地
方
自
治
運
営
で
の
議
会
活
動
の
根
幹

で
あ
り
ま
す
。

　

町
民
の
皆
様
に
こ
の
条
例
制
定
の
意
を
ご
理
解
頂

き
、
ご
支
援
を
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

�
(

議
長
記
の「
議
会
あ
れ
こ
れ
」は
今
回
休
欄)

◀
８
月
11
日

　

シ
ー
メ
イ
ト
ホ
ー
ル（
参
加
者
17
名
）

▲８月10日　町民センター視聴覚室（参加者13人）

第５回
定例会
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収
納
率
向
上
で

	

公
平
化
を

21
年
度
一
般
会
計	

主
な
建
設
事
業

黒字５億4900万円  だが依存財源増！
　

21
年
度
の
決
算
規
模
は
、
前

年
度
に
比
べ
歳
入
・
歳
出
と
も

に
増
大
し
て
い
る
が
、（
歳
入

７
億
２
５
０
０
万
円
増
、
歳
出

６
億
１
４
０
０
万
増
）は
、
定
額

給
付
金
及
び
子
育
て
応
援
特
別

手
当
の
支
給
等
で
あ
る
。

　

実
質
収
支
は
一
般
会
計
で

５
億
４
９
０
６
万
円
の
黒
字
で

あ
る
が
、
町
税
は
減
少
。

　

町
税
の
収
入
状
況
は
、
収
入

未
済
額
約
３
億
３
４
６
６
万
円
、

不
納
欠
損
は
７
５
１
万
円
。

　

借
金
残
高
は
約
86
億
２
２
９

６
万
円
。

国民健康保険… ……（歳入）40億4661万円	（歳出）42億3027万円
	 （全員賛成）

老人保険… ……………………（歳入）2109万円	 （歳出）1565万円
	 （全員賛成）

後期高齢者医療………（歳入）３億7561万円	 （歳出）3億5886万円
	 （賛成多数	賛成12・反対１）

住宅新築資金等貸付事業………（歳入）1442万円	 （歳出）202万円
	 （全員賛成）

下水道事業……………（歳入）13億1098万円	（歳出）12億6994万円
	 （全員賛成）

志
免
南
保
育
園
特
定
・
一
時

預
か
り
保
育
室
設
置
工
事

 

１
０
１
１
万
円

迎
田
、
深
町
線
道
路

舗
装
補
修
工
事

 

２
９
１
２
万
円

町
民
セ
ン
タ
ー
機
械
棟
他

補
修
工
事

 

１
６
０
４
万
円

町
民
セ
ン
タ
ー
中
央
公
民
館

外
部
等
補
修
工
事

 

２
５
４
７
万
円

志
免
中
央
小
学
校
体
育
館

補
強
・
大
規
模
改
造
工
事

 

１
億
３
２
３
０
万
円

平
成
21
年
度
決
算
を
認
め
ま
し
た
。

　
一
般
会
計
１
１
０
億
５
６
３
６
万
円

賛
成
多
数
で
可
決

（
賛
成
14
・
反
対
１
）

【
賛
成
】堤
・
大
熊
・
助
村
・
丸
山
・
吉
住
・
池
邊
・
牛
房
・
大
西
・
西
川
・
吉
田
・
稲
永
・

　
　
　
大
林
・
熊
本
・
二
宮

【
反
対
】末
藤

町の財政状況 ５年ぶりに経常収支比率が80％台になる

経常収支率＝80％を超えると、財政構造は弾力性を失う。
財政力指数＝高いほど財源に余裕がある。
公債費比率＝数値が高いほど財政構造の硬直性の高まりを示す。

主な財政指数 20年度 21年度
経常収支比率（％） 91.1 88.2

財政力指数 0.78 0.78
公債費比率（％） 9.9 9.5

平成21年度 特別会計 使ったお金
10,471,267千円

100％

入ったお金
11,056,365千円

100％

町税
4,850,384千円　43.9％

人件費
1,690,675千円　16.1％

物件費
2,184,610千円　20.9％

維持補修費
76,505千円　0.7％扶助費

1,337,815千円　12.8％
補助費等
1,892,756千円　18.1％

公債費
1,007,326千円　9.6％

繰出金
1,334,087千円　12.7％

積立金
5,530千円　0.1％

投資及び出資金貸付金
54,022千円　0.5％

災害復旧費
6,793千円　0.1％

普通建設事業費
881,148千円　8.4％

消費的経費
7,182,361千円　68.6％

投資的経費
887,941千円　8.5％

自主財源
5,896,550千円　53.3％

依存財源
5,159,815千円　46.7％

繰入金
11,298千円　0.1％

繰越金
474,335千円　4.3％

国・県支出金
2,097,794千円　19.0％

町債
925,611千円　8.4％

地方交付税
1,521,443千円　13.8％

その他
（分担金・負担金など）
560,533千円　5.0％

その他
（地方譲与税・地方消費税・交付金など）
614,967千円　5.5％

委…

員…

長　

吉
住
龍
太
郎

副
委
員
長　

熊
本
廣

副
委
員
長　

丸
山
真
智
子

　

決
算
審
査
は
特
別
委
員

会
を
設
置
し
、
10
日
か
ら

５
日
間
行
い
、
古
庄
議
長
、

二
宮
監
査
、
吉
住
委
員
長

を
除
く
13
人
で
採
決
を
行

い
、
賛
成
多
数（
12
：
１
）

決
算
特
別
委
員
会

21年度一般会計決算
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町の憲法
条　例

「
吉
原
地
域
活
性
化
委
員
会
設
置
条
例
」

�

賛
成
多
数
で
可
決

�

賛
成
14
・
反
対
１

【
賛
成
】　

堤
・
助
村
・
丸
山
・
吉
住
・
池
邊
・
牛
房
・
大
西
・
西
川
・
吉
田
・
稲
永
・
大
林
・

　
　
　
　

熊
本
・
二
宮
・
末
藤

【
反
対
】　

大
熊

　

平
成
９
年
に
締
結
さ
れ
た
吉

原
環
境
を
守
る
会
・
吉
原
町
内

会
・
水
鉛
町
内
会
と
の
浄
化
セ

ン
タ
ー
に
関
す
る
協
定
書
に
基

づ
き
、
吉
原
地
域
活
性
化
整
備

基
金
で
整
備
を
行
う
。

　

整
備
を
円
滑
に
推
進
す
る
た

め
、
委
員
を
委
嘱
す
る
。

　

活
性
化
基
金
は
、
平
成
９
年

度
か
ら
平
成
18
年
度
ま
で
、
10

年
間
毎
年
２
０
０
０
万
円
を
積

立
て
今
年
４
月
１
日
現
在
で
、

総
額
２
億
１
０
４
万
円
に
な
っ

て
い
る
。

　

こ
の
基
金
を
吉
原
地
域
活
性

化
に
向
け
、
有
効
活
用
す
る
た

め
に
必
要
な
調
査
研
究
を
行
う
。

▲吉原地域の田園風景

建
設
常
任
委
員
会

�

全
員
賛
成
で
可
決

支
障
は
な
い
か
、

�

問
題
は
発
生
し
な
い
か
と
危
惧

　

委
員
会
審
査
を
行
う
に
あ
た
り
、
吉
原
地
域
・

農
区
・
町
内
会（
吉
原
・
水
鉛
）、
環
境
を
守
る
会

な
ど
の
方
々
に
、
支
障
は
な
い
か
、
問
題
が
発
生

し
な
い
か
を
確
認
す
る
た
め
執
行
部
と
協
議
。

　

協
定
書
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
が

お
こ
ら
な
い
よ
う
努
力
す
る
旨
の
回
答
を
得
た
。

　

条
文
の
中
で
、
言
葉
足
り
ず
の
箇
所
も
見
受
け
ら

れ
る
が
、
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規

則
で
定
め
る
と
な
っ
て
い
る
。
全
員
賛
成
で
可
決
。

条例概要
・委員会は委員15人以内で次に掲げる者
①吉原地域の住民　11人
②識見を有する者　１人
③�その他町長が必要と認めたもので組
織する。

・委員の任期は２年。
・�委員会の運営は、委員長が委員会に
諮る。
・�この条例の施行に関し必要な事項は、
規則で定める。
・条例は、公布の日から施行する。

主な議案
町
の
将
来
像
計
画
策
定

�

第
５
次
志
免
町
総
合
計
画

予
算
と
連
動
さ
せ
進
捗
状
況
を
知
ら
せ
る

�

賛
成
多
数
で
可
決

�

議
決
は
基
本
構
想
の
み　

賛
成
11
・
反
対
４

【
賛
成
】　

堤
・
助
村
・
丸
山
・
吉
住
・
牛
房
・
大
西
・
西
川
・
吉
田
・
熊
本
・

　
　
　
　

二
宮
・
末
藤

【
反
対
】　

大
熊
・
池
邊
・
稲
永
・
大
林

※連合審査
　案件の付託を受けた委員会が、他の関連する委員
会と合同で審査のための会議を開くこと。案件に対
する意志決定は、付託された委員会で行われる。

　

第
１
次
計
画
を
昭
和
46
年
に
策
定
、
そ
の
後

10
年
毎
に
計
画
が
立
て
ら
れ
、
第
４
次
が
22
年

度
で
終
了
と
な
る
。

　

第
５
次
は
23
年
度
か
ら
の
10
ヶ
年
の
町
の
方

向
性
を
定
め
る
。

　

計
画
は
、
基
本
構
想
・
基
本
計
画
・
実
施
計

画
の
３
層
で
構
成
。

　

こ
れ
迄
の
計
画
で
は
予
算
と
連
動
さ
れ
て
お

ら
ず
、
目
標
値
の
設
定
も
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
点
を
改
善
し
、
進
め
る
方
針
で
あ

る
こ
と
を
重
視
し
、
議
案
の
付
託
は
総
務
文
教

常
任
委
員
会
で
あ
る
が
、
３
常
任
委
員
会
で
連

合
審
査
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

総
務
文
教
委
員
会
で

　
　

一
部
修
正
を
行
い
�

全
員
賛
成
で
可
決

基
本
理
念
に「
議
会
」

　
　
　
　
　

と
い
う
文
言
を
加
筆

　

こ
の
計
画
は
志
免
町
の
将
来

都
市
像
の
実
現
に
向
け
て
の
指

針
と
な
る
も
の
で
、
研
究
会
に

は
住
民
約
30
人
が
参
画
、
町
民

意
識
調
査
、
中
学
生
へ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
も
行
わ
れ
、
一
年

を
か
け
策
定
さ
れ
た
。

　

委
員
会
で
は
、
連
合
審

査
時
の
意
見
、
質
疑
の
内

容
を
踏
ま
え
精
査
し
た
。

　

人
口
減
少
、
高
齢
化
、

緊
縮
財
政
な
ど
厳
し
い

行
政
運
営
の
中
で
、「
人
」

を
ま
ち
づ
く
り
の
根
幹

に
据
え
、
協
働
で
進
め

る
と
し
て
い
る
。

　

右
肩
上
が
り
の
拡
大

か
ら
縮
小
へ
時
代
が
変

化
し
、
施
策
論
議
も
厳

し
く
な
る
。

　

住
民
・
議
会
・
行
政
が
共
に

担
う
こ
と
が
大
事
と
の
観
点
か

ら
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念

の
文
章
に
一
部「
議
会
」と
い
う

文
言
を
加
筆
し
た
。

▲連合審査の様子
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平成22年度一般会計  補正予算（第３号）

７億2,426万円増　総額108億3,538万円

賛成多数で可決（賛成14：反対１）

【賛成】堤・大熊・助村・丸山・吉住・池邊・牛房・大西・西川・吉田・稲永・大林・
　　　熊本・二宮
【反対】末藤

・国鉄清算事業団用地（物資部跡地） 763㎡ （5,178万円）
・平成の森公園緑地保全拡充用地 9.902㎡ （7,528万円）
・望山壮グランド下段進入路 345㎡ （2,151万円）
・桜丘中央公園用地 794㎡ （3,955万円）
・町民広場用地 562㎡ （3,537万円）

 計　2億2,351万円

土地開発公社の保有する土地は、金融機関からの借り入れで購入し実質は町の負債。
この公社の土地を全部買い取ることにより、町の将来負担を軽減するもの。
全国的に土地開発公社の負債削減については、総務省からも抜本的な改革を行うよう求められている。

補正の主なもの
	 ※は国・県の補助金等による事業

●橋梁の長寿命化調査委託料※	 70万円
　古い橋梁の修繕計画を策定するための調査を行なう。

●緊急雇用創出事業補助金※	 595万円
　臨時職員賃金などの経費

●豪雨のための災害復旧費	 道路橋梁復旧費　1,310万円
	 公園等復旧費　					100万円
●学校教材教具費	 866万円
　給食備品として真空冷却機、冷蔵庫を購入。（東小、南小）

●文化財保護費	 50万円
　国の重要文化財に指定された
　竪坑櫓関係の行事を開催。

●水路調査業務委託料
　老朽化による修繕計画をたてるための調査。

	 1,000万円

▲老朽化により陥没した水路（東区）

・国民健康保険	……… 648万円増	 総額44億6,648万円	 全員賛成
・老人保険	…………… 574万円増	 総額1,413万円	 全員賛成
・後期高齢者医療	… 1,674万円増	 総額4億3,928万円	 賛成多数（賛成14：反対１）

平成22年度  特別会計補正

●志免町土地開発公社の保有する土地を県の振興資金、
　臨時財政対策債を活用して町が買い取る

▲町民広場用地（町民センター横） ▲物資部跡地（東区）
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委員会報告（調査・研究）

町の重要な課題
学
校
の
耐
震
補
強
・

�

大
規
模
改
造
工
事

　

22
年
度
か
ら
27
年
度
ま
で

に
計
画
さ
れ
て
い
る
工
事
は
、

中
学
校
２
校
と
西
・
東
・
南

小
で
約
41
億
円
。

　

中
央
小
は
21
年
度
で
完
了
。

緊
急
３
ヵ
年

�

財
政
計
画

　

人
口
減
少
時
代
に
あ
り
な

が
ら
本
町
は
子
ど
も
の
数
が

ふ
え
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て

お
り
、
今
後
子
育
て
支
援
や

学
校
施
設
の
工
事
な
ど
の
政

策
課
題
が
あ
る
。

　

特
に
23
年
度
か
ら
25
年
度

の
３
年
間
で
約
６
億
６
０
０

０
万
円
の
財
源
不
足
と
な
る

た
め
、
本
計
画
が
立
て
ら
れ

た
。

　

事
業
の
見
直
し
は
ス
ク

ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド

を
基
本
に
す
べ
き
な
ど
と
の

指
摘
を
し
た
。

自
治
基
本
条
例

　

公
募
の
住
民
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
委
員
は
、
審
議
会

等
の
未
経
験
者
の
新
た
な
人

材
の
選
任
を
強
く
要
請
し
た
。

障
が
い
児
の

�

対
応
、
支
援

　

障
が
い
児
保
育
指
導
委
員

会
に
諮
っ
て
加
配
を
行
い
、

臨
床
心
理
士
が
各
保
育
園
、

学
童
保
育
に
回
っ
て
指
導
、

助
言
を
行
っ
て
い
る
。

　

加
配
を
減
ら
す
な
ど
し
て

障
が
い
児
に
し
わ
寄
せ
が
な

い
よ
う
手
厚
い
対
応
を
要
請

し
た
。

小
学
校
と
幼
稚
園
・

�

保
育
園
の
連
携

　

発
達
障
が
い
の
対
応
は
幼

児
期
の
療
育
か
ら
学
童
期
の

教
育
へ
切
れ
間
な
く
行
う
に

は
、
小
学
校
と
幼
保
の
連
携

が
重
要
で
あ
る
。

　

町
内
４
小
学
校
で
そ
れ
ぞ

れ
、
幼
保
連
携
の
取
り
組
み

が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

子
ど
も
の
情
報
が
確
実
に

小
学
校
へ
伝
わ
り
生
か
さ
れ

て
い
く
よ
う
要
請
し
た
。

総
務
文
教
常
任
委
員
会

国
民
健
康
保
険
税
の

�

減
免
基
準

　

22
年
度
の
税
法
改
正
に
伴

い
、
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

基
準
が
一
部
見
直
し
さ
れ
た
。

　

減
免
対
象
者
に
情
報
が
行

き
届
く
よ
う
要
請
し
た
。

厚生常任委員会

▲亀山保育園

子
宮
頸
が
ん
予
防

�

ワ
ク
チ
ン
の
助
成

　

全
国
で
は
全
額
補
助
か
半

額
の
助
成
と
さ
ま
ざ
ま
。

　

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
効
果
は

子
宮
頸
が
ん
の
70
％
か
ら

80
％
を
予
防
で
き
る
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。

　

接
種
対
象
者
は
11
才
か
ら

14
才
の
女
子
で
約
９
０
０
人
。

　

国
の
動
き
を
見
な
が
ら
、

積
極
的
に
進
め
る
よ
う
提
言

し
て
い
る
。

障
が
い
児
・
者
支
援

　

障
が
い
児
・
者
が
い
る
世

帯
で
、
全
員
が
町
民
税
非
課

税
か
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
受
信
料
全

額
免
除
の
世
帯
に
、
地
上
デ

ジ
タ
ル
放
送
受
信
へ
の
支
援

を
す
る
。

（
簡
易
チ
ュ
ー
ナ
ー
の
無
償
給

付
や
ア
ン
テ
ナ
工
事
負
担
）

申
請
は
12
月
28
日
ま
で
。

　

周
知
徹
底
を
図
る
よ
う
要

請
し
た
。

な
い
か
指
摘
。

　

斜
面
、
坂
道
で
の
流
入
浸

水
が
点
々
と
あ
る
。

　

側
溝
の
あ
り
方
な
ど
を
考

慮
す
べ
き
と
要
請
。

上
水
道
事
業

　

猛
暑
で
、
給
水
量
１
０
０
０

ト
ン（
日
量
）増
え
て
い
る
が
、

内
水
対
策
と

�

都
市
下
水
路
事
業

　

雨
水
排
水
基
準
の
時
間
雨

量
50
ミ
リ
程
度
の
整
備
は
、

町
内
完
了
。

　

雨
量
１
０
０
ミ
リ
で
は
、

町
全
域
の
検
討
は
無
理
。

　

し
か
し
、
下
水
道
補
助
事

業
な
ど
の
導
入
で
対
応
で
き

建
設
常
任
委
員
会

水
源
の
水
も
心
配
な
く
上
水

道
の
経
営
は
よ
い
。

　

王
子
八
幡
団
地
、
同
友
会

団
地
の
高
所
の
水
圧
不
足
解

消
の
た
め
、
加
圧
ポ
ン
プ
室

築
造
。
ポ
ン
プ
設
備
設
置
が

９
月
末
完
了
。

　

大
山
ダ
ム
が
平
成
24
年
度

完
成
し
、
25
年
４
月
か
ら

１
７
０
０
ト
ン
を
受
水
す
る

た
め
、
桜
丘
低
区
配
水
池
の

老
朽
化
更
新
工
事
を
行
う
。

実
施
設
計
業
務
を
８
月
委
託
。

�

下
水
道
事
業

　

23
年
度
よ
り
下
水
道
事
業

　

議
会
基
本
条
例
策
定
に
つ

い
て
、
８
月
10
日
、
11
日
に

町
民
と
の
意
見
交
換
会
を
開

催
し
た
。

　
「
議
会
が
何
を
し
て
い
る
の

か
姿
が
見
え
な
い
」、「
基
本

条
例
に
つ
い
て
町
民
に
も
っ

と
知
ら
し
め
る
べ
き
」な
ど
の

意
見
を
い
た
だ
い
た
。

　

今
議
会
中
に
全
員
協
議
会

を
開
催
し
、
意
見
交
換
会
の

内
容
報
告
と
基
本
条
例
の
議

案
上
程
に
つ
い
て
協
議
を
行

な
う
。

　

第
５
次
総
合
計
画
が
今
議

議会運営委員会

会
上
程
と
な
る
が
、
こ
れ
迄

の
計
画
と
違
い
、
予
算
に
反

映
さ
せ
る
な
ど
、
町
運
営
の

根
幹
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
ら
の
説
明
不
足
を

指
摘
。

　

第
４
次
総
合
計
画
ま
で

は
、
12
月
定
例
会
で
の
上
程

で
あ
っ
た
。
何
故
今
回
の
計

画
が
９
月
議
会
に
、
あ
わ
た

だ
し
く
提
案
さ
れ
る
の
か
、

そ
の
経
過
と
考
え
方
を
、
全

員
協
議
会
で
町
長
よ
り
説
明

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
９
月
８
日
に
説
明
を
受
け
る
）

福岡都市圏広域行政調査
特別委員会

　須恵スマートインター関連工事について、改
めて須恵町を訪問し、行政視察を行なった。
　政権交代後も、工事計画に大きな変更はなく、
平成25年春の完成予定。
　恒久インターとなった今後は、インターチェ
ンジ地区協議会にて、周辺道路の交通状況につ
いても協議していく予定。

志鉱跡地対策特別委員会
　８月31日国鉄志免炭坑ボタ山開発推進協議会
総会開催。自然活用型ボタ山開発の具体的な案
を取りまとめるため、３町代表者による協議を
定期的に行なうこととした。

議会広報特別委員会
　町村議会議長会事務局より推薦され、８月19
日熊本県小国町から当議会だよりの視察研修に
みえられました。大変参考になったとのことです。

特
別
会
計

を
企
業
会

計
に
移
行

す
る
た
め
、

法
適
用
支

援
業
務
を

行
い
な
が

ら
、
講
習
会

や
勉
強
会

へ
参
加
し
、

準
備
を
進

め
て
い
る

と
報
告
を

受
け
た
。

▲道路冠水（城戸地区）

▲志免南小学校訪問

（太字は委員会の要望､要請）

子
ど
も
の
情
報
を
的
確
に
生
か
せ

障
が
い
児
保
育
に
手
厚
い
対
応
を

内
水
対
策
に
下
水
道
補
助
事
業

で
の
対
応
を
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一般質問9人し
尿
処
理
場

土地継続賃貸借問題

答弁：お願いするしかない

池
邊　

満
男 

議
員

池
邊　

浄
化
セ
ン
タ
ー
（
し

尿
処
理
場
）地
権
者
３
人
と

の
土
地
継
続
賃
貸
借
契
約
の

経
過
状
況
は
現
在
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
。

町
長　

吉
原
農
区
、
吉
原
地

域
の
皆
様
方
に
は
大
変
ご
迷

惑
を
か
け
て
い
る
。

　

現
在
の
状
況
は
、
３
年
ご

と
の
賃
貸
借
料
の
見
直
し
契

約
は
で
き
て
い
な
い
。

池
邊　

地
権
者
と
の
賃
貸
借

契
約
書
に
は
25
年
９
月
30
日

と
契
約
期
日
が
明
記
さ
れ
、

宇
美
町
と
の
協
定
書
に
は
、

28
年
３
月
ま
で
と
あ
る
。
こ

の
２
年
６
ヶ
月
間
の
違
い
を

地
権
者
に
お
願
い
し
て
な
ぜ

期
日
調
整
の
対
応
を
し
な

か
っ
た
の
か
。

町
長　

こ
の
２
年
半
の
誤
差

を
処
理
で
き
な
か
っ
た
こ
と

は
本
当
に
単
純
な
ミ
ス
で
あ

り
恐
縮
に
思
う
。

池
邊　

選
択
肢
の
な
い
事
な

の
で
吉
原
の
地
権
者
の
方
々

に
、
町
長
自
身
が
話
し
合

い
に
応
じ
て
も
ら
え
る
よ
う

に
、
お
願
い
に
行
く
と
約
束

で
き
る
か
。

町
長　

吉
原
の
皆
様
方
に
誠

心
誠
意
努
力
を
し
、
ご
理
解

を
い
た
だ
け
る
よ
う
に
お

願
い
を
す
る
よ
り
ほ
か
は
な

い
。

▲吉原浄化センター付近

教員人事権
検
討
会
の
立
ち
上
げ
を

答
弁
：
研
究
は
や
っ
て
い
く

吉
田　

耕
二  

議
員

吉
田　

教
員
人
事
権
を
文
科

省
が
、
市
町
村
に
ゆ
だ
ね
る

事
が
で
き
る
と
の
見
解
を
出

し
て
い
る
。

　

こ
の
見
解
に
対
す
る
教
育

長
の
考
え
を
問
う
。

教
育
長　

市
町
村
の
実
情
に

応
じ
た
人
事
が
可
能
と
な
る
。

　

し
か
し
、
地
域
間
の
教
育

格
差
が
拡
大
し
、
義
務
教
育

の
公
平
性
、
平
等
性
が
崩
壊

す
る
事
が
懸
念
さ
れ
る
。

　

現
状
で
は
無
理
が
あ
る
。

吉
田　

将
来
に
向
け
て
先
進

地
の
事
例
を
調
査
し
た
り
、

移
譲
に
向
け
た
課
題
を
整
理

す
る
検
討
会
を
立
ち
上
げ
て

勉
強
し
て
は
。

教
育
長　

そ
う
い
っ
た
研
究

は
や
っ
て
い
き
た
い
。

吉
田　

教
育
行
政
に
と
っ
て

大
き
な
チ
ャ
ン
ス
と
思
う
。

　

行
政
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
町

長
は
、
ど
う
思
わ
れ
る
か
。

町
長　

人
事
権
移
譲
は
、
単

に
地
方
教
育
行
政
の
議
論
に

と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
の
義
務

教
育
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を

問
う
問
題
、
慎
重
に
対
応
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
そ
の
他
の
質
問
】

●
発
達
障
が
い
支
援

●
二
学
期
制
の
検
証

▲耐震工事が終った志免中央小学校

民
間
型
役
場

役場の働く姿を示せ

答弁：更なる向上へ努力

牛
房　

良
嗣  

議
員

牛
房　
「
役
場
が
変
わ
ら
な

け
れ
ば
町
は
変
わ
ら
な
い
。」

生
き
生
き
と
し
た
明
る
い
民

間
型
の
役
場
を
目
指
し
て
も

ら
い
た
い
。

　

働
く
姿
が
見
え
な
い
、
言

わ
れ
れ
ば
や
る
が
、
言
わ
れ

な
け
れ
ば
や
ら
な
い
と
い
う

体
質
を
打
ち
破
っ
て
、
攻
め

へ
の
転
換
を
提
案
す
る
。

　
「
押
し
か
け
出
前
講
座
」を

全
課
月
一
回
旗
を
立
て
、
腕

章
を
つ
け
町
内
パ
ト
ロ
ー
ル

を
し
、問
題
点
の
早
期
発
見
、

早
期
対
応
に
努
め
る
。

　

働
く
姿
を
町
民
に
見
せ
て

は
。

町
長　

自
分
が
勉
強
さ
せ
て

も
ら
う
。
地
域
を
知
る
と
い

う
観
点
か
ら
も
施
策
を
展
開

で
き
れ
ば
と
思
う
。

牛
房　

笑
顔
の
挨
拶
、
分
か

り
易
い
説
明
、
き
び
き
び
し

た
動
作
、
カ
ウ
ン
タ
ー
に
は

花
、
課
内
の
整
理
整
頓
、
た

ら
い
回
し
の
厳
禁
、
返
答
の

励
行
な
ど
接
遇
に
つ
い
て

は
、
シ
ビ
ア
な
目
で
住
民
は

見
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
指

導
を
し
て
い
る
の
か
。

町
長　

役
場
の
体
質
改
善
な

ど
に
つ
い
て
今
後
チ
ェ
ッ
ク

を
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
向
上

す
る
よ
う
に
努
め
て
い
く
。

▲役場内カウンター

ズ
バ
リ
町
政
を
問
う

●�

一
般
質
問
と
は
議
員
が
町
政
全
般（
一
般
事
務
・
事
務
の
執
行
状
況
・
将
来
に
対
す
る
方
針
な
ど
）に

つ
い
て
、
町
長
な
ど
執
行
機
関
の
考
え
を
議
員
個
人
と
し
て
問
い
た
だ
す
こ
と
で
す
。

●�

一
般
質
問
は
会
議
録
に
も
と
づ
き
議
員
個
々
の
自
由
編
集
で
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
詳
細
は
会
議
録

（
Ｈ
Ｐ
・
図
書
館
・
各
公
民
館
に
置
く
）を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
掲
載
は
質
問
順
と
し
て
い
ま
す
。

�

※
役
場
内（
議
場
も
）は
ク
ー
ル
ビ
ズ
で
す
。
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町
政
の
運
営

次期も考慮に展望は

答弁：キーワードは人

二
宮　

美
津
代 

議
員

二
宮　

３
期
12
年
の
総
括
、

第
５
次
志
免
町
総
合
計
画
、

自
治
基
本
条
例
の
制
定
と
時

期
を
同
じ
く
す
る
中
、
志
免

町
の
将
来
を
ど
う
描
い
て
お

ら
れ
る
の
か
伺
う
。

町
長　

資
源
の
少
な
い
我
が

町
で
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は

人
で
あ
る
。
住
民
と
一
緒

に
な
っ
た
協
働
の
ま
ち
づ
く

り
。

二
宮　

明
快
な
ビ
ジ
ョ
ン
と

課
題
解
決
へ
の
手
立
は
。

町
長　

す
べ
て
財
政
で
カ

バ
ー
で
き
な
い
。
お
互
い
が

支
え
合
う
こ
と
が
必
要
。

な
ぜ
廃
止
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト

答
弁
：
枠
配
分
予
算
で
削
減

二
宮　

ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
事

業
の
廃
止
の
理
由
は
。

町
長　

枠
配
分
予
算
の
中
で

カ
ッ
ト
、
削
減
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。

二
宮　

絵
本
を
通
じ
乳
児
と

触
れ
合
う
、
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー

ト
の
必
要
性
が
い
わ
れ
、
評

価
も
高
い
事
業
で
あ
る
。
復

活
は
で
き
な
い
か
。

町
長　

枠
配
分
予
算
で
、
改

善
・
改
革
し
た
が
、
内
部
で

い
ろ
い
ろ
調
整
し
、
復
活
の

方
向
で
進
め
た
い
。

【
そ
の
他
の
質
問
】

●
里
親
へ
の
取
り
組
み
を

▲ブックスタート読み聞かせ

町税の滞納
増
加
は
公
平
性
を
欠
く

答
弁
：
回
収
に
全
力
を
挙
げ
る

丸
山　

真
智
子  

議
員

丸
山　

国
の
所
得
税
か
ら
地

方
の
住
民
税
へ
税
源
移
譲
さ

れ
、
町
の
責
任
も
増
え
た
。

　

正
当
な
理
由
が
な
く
納
税

を
免
れ
た
ら
、
税
負
担
の
公

平
性
が
損
な
わ
れ
る
。

　

徴
収
対
策
の
強
化
が
喫
緊

の
課
題
で
は
な
い
の
か
。

町
長　

町
税
は
財
政
の
基
幹

を
な
す
も
の
な
の
で
、
徴
収

体
制
の
整
備
、
要
員
の
確
保

等
に
努
め
る
。

丸
山　

コ
ン
ビ
ニ
収
納
も
進

め
て
い
た
だ
き
た
い
。

町
長　

導
入
の
準
備
中
だ
。

災
害
時
要
援
護
者
の
支
援

答
弁
：
計
画
作
成
を
目
指
す

丸
山　

災
害
時
の
高
齢
者
や

障
が
い
者
の
避
難
支
援
に
つ

い
て
プ
ラ
ン
作
成
は
進
ん
で

い
る
の
か
。

生
活
環
境
課
長　

作
成
に
向

け
て
関
係
各
課
と
協
議
し
、

今
年
度
中
に
完
成
を
目
指
す
。

丸
山　

要
援
護
者
の
リ
ス
ト

作
成
に
緊
急
雇
用
対
策
基
金

事
業
を
利
用
し
た
ら
ど
う
か
。

生
活
環
境
課
長　

先
進
地
を

参
考
に
前
向
き
に
検
討
す
る
。

【
そ
の
他
の
質
問
】

●
予
算
編
成
過
程
の
公
開

●
図
書
資
料
購
入
費
の
確
保

▲志免町役場税務課

食育計画
我
が
町
も
作
成
す
べ
き

答
弁
：
策
定
す
る
方
向
に

助
村　

千
代
子  

議
員

助
村　

食
生
活
の
間
違
い

か
ら
く
る
心
身
の
問
題
が
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

　

大
人
は
も
ち
ろ
ん
、
明
ら

か
に
食
生
活
の
ひ
ず
み
で
、

子
ど
も
に
も
生
活
習
慣
病
が

現
わ
れ
て
い
る
。
食
育
推
進

計
画
を
作
成
す
べ
き
。

健
康
課
長　

県
の
計
画
の
７

項
目
の
取
り
組
み
を
学
校
、

地
域
整
備
課
、
子
育
て
支
援

課
、
関
係
各
課
と
協
議
し
策

定
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
っ

て
い
る
。

助
村　

是
非
作
成
し
て
頂
き

た
い
。

無
料
検
診
券
の
継
続
を

答
弁
：
慎
重
に
協
議
す
る

助
村　

21
年
度
か
ら
実
施
さ

れ
て
い
る
子
宮
頸
が
ん
、
乳

が
ん
検
診
無
料
ク
ー
ポ
ン
は

23
年
度
以
降
も
継
続
が
可
能

な
の
か
。

健
康
課
長　

21
年
度
は
国
か

ら
の
補
助
率
は
全
額
だ
っ
た

が
、
22
年
度
は
１
／
２
に
減

額
と
な
っ
て
い
る
。

　

23
年
度
は
ま
だ
国
の
方
針

が
出
て
い
な
い
の
で
答
え
ら

れ
な
い
が
、
若
い
方
の
罹
患

率
が
高
い
の
は
認
識
し
て
い

る
。
１
市
７
町
で
慎
重
に
協

議
し
た
い
。

▲ふくおかの食と農推進基本指針

手
話
通
訳

手話通訳派遣事業を

答弁：委託か直営か検討する

堤　

久
美
子  

議
員

堤　

手
話
通
訳
を
必
要
と
さ

れ
る
聴
覚
障
が
い
者
は
、
本

町
に
何
人
か
。

福
祉
課
長　

手
話
で
生
活
さ

れ
て
い
る
方
は
30
人
。

堤　

本
町
の
設
置
事
業（
窓

口
対
応
、
町
内
派
遣
は
常
勤

職
員
）で
障
が
い
者
は
不
自

由
さ
れ
て
い
な
い
の
か
。

福
祉
課
長　

平
日
の
時
間
帯

手
話
通
訳
者
が
派
遣
と
し
て

病
院
等
に
行
く
と
、
窓
口
で

は
通
訳
が
で
き
な
い
。

堤　

聴
覚
障
が
い
者
は
、
話

せ
な
い
、
聞
こ
え
な
い
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ

な
い
状
態
に
あ
る
。

　

障
が
い
者
の
自
立
支
援
は

行
政
の
使
命
、
対
応
を
。

福
祉
課
長　

委
託
あ
る
い
は

直
営
を
派
遣
事
業
の
持
つ
意

味
か
ら
検
討
す
る
。

総
合
相
談
窓
口
の
設
置
を

答
弁
：
人
材
等
の
解
決
で

堤　

管
理
職
員
の
退
職
等
、

厳
し
い
行
政
運
営
に
再
任
用

で
総
合
相
談
窓
口
設
置
を
。

総
務
課
長　

人
材
問
題
が
解

決
す
れ
ば
可
能
。

▲福祉課窓口手話通訳者
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地
デ
ジ
対
策

低所得者対策をせよ

答弁：相談窓口を設置する

末
藤　

省
三 

議
員

末
藤　

来
年
７
月
に
現
在
の

テ
レ
ビ
電
波
は
停
波
す
る

が
、対
策
を
ど
う
す
る
の
か
。

総
務
課
長　

高
齢
者
、
障
が

い
者
等
へ
の
情
報
提
供
、
受
信

障
害
対
策
共
聴
施
設
の
デ
ジ

タ
ル
化
へ
の
送
受
信
環
境
整

備
な
ど
予
定
通
り
し
て
い
る
。

末
藤　

住
民
税
の
非
課
税
世

帯
３
５
６
６
世
帯
に
つ
い
て

も
、
チ
ュ
ー
ナ
ー
の
無
償

提
供
対
象
者
が
拡
大
さ
れ
る

が
、
町
は
援
助
を
考
え
て
い

る
か
。

町
長　

町
と
し
て
独
自
で
は

考
え
て
い
な
い
。

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
対
策
事
業

答
弁
：
喫
緊
の
課
題
で
あ
る

末
藤　

地
域
経
済
の
活
性
化

と
町
民
生
活
の
向
上
を
図
る

目
的
で
、
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

助
成
制
度
が
広
が
っ
て
い
る
。

　

町
内
の
施
工
業
者
か
ら
住

宅
工
事
を
行
っ
た
場
合
、
バ

リ
ア
フ
リ
ー
化
、
省
エ
ネ
化
、

耐
震
化
、
耐
久
性
向
上
の
各
工

事
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
緊

急
経
済
対
策
住
宅
改
修
工
事

補
助
事
業
、
経
済
危
機
対
策

臨
時
交
付
金
活
用
で
制
度
を
。

地
域
整
備
課
長　

リ
フ
ォ
ー

ム
助
成
は
喫
緊
の
課
題
で
あ

る
。

▲地デジチューナー

農商工支援
町
内
業
者
支
援
対
策
を

答
弁
：
町
内
業
者
に
発
注
す
る

大
西　

勇  

議
員

大
西　

町
内
業
者
の
活
性
化

な
く
し
て
、
町
の
活
性
化

な
し
と
常
々
言
っ
て
き
た
。

も
っ
と
経
営
感
覚
で
農
・
商
・

工
業
者
と
し
っ
か
り
関
わ

り
、
利
益
を
出
し
て
い
く
観

点
で
、
町
を
豊
か
に
し
て
欲

し
い
。

あの質問はどうなったの？
これ迄に取り上げた追跡の総括（テーマ提出者のみ掲載）

追跡・・・・・

町
長　

町
に
お
金
を
落
す
と

い
う
方
向
性
、
観
点
は
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。

大
西　

中
小
企
業
貸
付
制
度

が
、
平
成
10
年
よ
り
窓
口
が

商
工
会
か
ら
、
直
接
指
定
金

融
機
関
に
変
わ
っ
た
理
由
は
。

地
域
整
備
課
長　

事
務
の
簡

素
化
の
た
め
。

大
西　

商
工
会
は
利
益
を
目

的
と
し
な
い
。
金
融
機
関
は

利
益
が
目
的
。

　

ど
ち
ら
が
窓
口
に
な
れ
ば
町

内
業
者
の
た
め
に
な
る
の
か
。

町
長　

よ
く
事
情
の
わ
か
っ

た
商
工
会
が
よ
い
と
思
う
。

大
西　

本
町
の
制
度
は
県
よ

り
使
い
勝
手
が
悪
い
。

　

町
内
業
者
の
プ
ラ
ス
に
な

る
た
め
に
、
窓
口
を
商
工
会

に
す
べ
き
だ
と
思
う
が
。

町
長　

商
工
会
の
重
要
な
案

件
だ
と
思
う
。

大
西　

真
剣
に
農
・
商
・
工

の
活
性
化
を
研
究
す
べ
き
だ
。

町
長　

真
剣
に
取
り
組
む
。

▲志免町商工会

意　見　書 提　出　者 内　　　　容 採決結果

子宮頸がんの予防措置実
施の推進を求める

助村議員

・�子宮頸がんの予防効果の高い年齢層への接種費用
の全額補助。
　�特定年齢層以外でも一部補助し、居住地域の格差
をなくす。

・�ワクチンの安定供給の確保及び新型ワクチンの開
発に関する研究。
・�予防検診の実施も接種と同様に国による全額補助。
・�子宮頸がん及び子宮頸がん予防に関する正しい知
識の普及、相談体制等の整備。

全員賛成で
採択
国へ意見書
を提出

請願・要望・陳情・意見書

議　員　名 テ　ー　マ 結　　　果

堤　久美子 日本一の花づくりの町 研究中（継続）

大熊　則雄 シーメイトグランドの砂ぼこり対策 予算計上を含め検討中（継続）

助村千代子 子どもへの暴力防止プログラム CAPプログラム実施（４年生以上と教職員に）

丸山真智子 ボランティアの町づくり体制 まちづくり支援室設置（シーメイト情報コーナーに）

吉住龍太郎 古紙回収業者助成金の廃止 助成金の一部廃止

牛房　良嗣 感動の伝わるサービス シーメイトエントランスホールにピアノ設置

大西　　勇 臓器移植の提供 健康保険証に臓器提供の意志表示欄を設ける
20年４月より実施

西川　蓉子 機構改革 進行中

古庄信一郎 宇美川の定期浚渫と
須恵川の安全対策推進

浚渫は一度も行っていない。
須恵川の新たな整備計画はない。

吉田　耕二 スポーツ指導員制度導入 体育協会と協議し外部指導者の確保に努める

稲永　正昭 堅坑櫓の基金創設 検討されていない

二宮美津代 協働に向けての取り組み 町政図書室の設置
（一階会計課横に情報コーナーを設置）
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附
則

　
（
前
文
）

　

志
免
町
議
会（
以
下「
議
会
」と
い
う
。）は
、
志
免
町
民（
以
下

「
町
民
」と
い
う
。）か
ら
選
挙
で
選
ば
れ
た
志
免
町
議
会
議
員

（
以
下「
議
員
」と
い
う
。）に
よ
り
構
成
さ
れ
、
同
じ
く
町
民
か
ら

選
挙
で
選
ば
れ
た
志
免
町
長（
以
下「
町
長
」と
い
う
。）と
と
も

に
、
志
免
町
の
代
表
機
関
を
構
成
す
る
。

　

町
民
の
信
託
を
受
け
て
活
動
す
る
こ
の
二
つ
の
代
表
機
関
に

は
、
議
会
は
多
人
数
に
よ
る
合
議
制
の
機
関
と
し
て
、
町
長
は

独
任
制
の
機
関
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
特
性
を
活
か
し
、
志
免
町

の
発
展
と
町
民
福
祉
の
向
上
を
図
る
た
め
に
活
動
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

ま
た
、
地
方
分
権
・
主
権
の
時
代
を
迎
え
、
自
治
体
の
自
主

的
な
決
定
と
責
任
の
範
囲
が
拡
大
し
た
今
日
、
議
会
は
、
責
務

で
あ
る
監
視
機
能
と
政
策
立
案
機
能
を
強
化
、
充
実
さ
せ
る
と

と
も
に
、
町
民
の
意
思
を
町
政
に
的
確
に
反
映
さ
せ
、
町
民
に

開
か
れ
た
議
会
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

私
た
ち
は
、
地
方
自
治
法（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
。
以
下

「
法
」と
い
う
。）の
規
定
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
公
正
性
と
透

明
性
の
確
保
、
町
長
等
の
行
政
機
関
と
の
緊
張
の
保
持
、
政
策

活
動
へ
の
多
様
な
町
民
参
加
の
推
進
、
積
極
的
な
情
報
の
創
造

と
公
開
、
議
員
の
自
己
研
鑽
と
資
質
の
向
上
、
議
員
間
の
自
由

討
議
の
展
開
、
そ
し
て
議
会
活
動
を
支
え
る
体
制
の
整
備
等
を

図
り
、
町
民
に
信
頼
さ
れ
、
存
在
感
の
あ
る
議
会
を
築
く
た
め
、

こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

　

第
１
章　

総
則

　
（
目
的
）

第�

１
条　

こ
の
条
例
は
、
地
方
分
権
・
主
権
と
自
治
の
時
代
に

ふ
さ
わ
し
い
議
会
及
び
議
員
の
活
動
原
則
等
の
議
会
に
関
す

る
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
議
会
の
さ
ら
な
る

活
性
化
と
充
実
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
も
っ
て
志
免
町

の
発
展
と
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
に
寄
与
す
る
。

　

第
２
章　

議
会
・
議
員
の
活
動
原
則

　
（
議
会
の
活
動
原
則
）

第�

２
条　

議
会
は
、
議
決
機
関
と
し
て
の
役
割
及
び
町
長
そ
の

他
の
執
行
機
関
の
行
政
運
営
に
対
す
る
監
視
機
関
と
し
て
の

役
割
を
果
た
す
た
め
に
、
公
平
性
、
公
正
性
及
び
透
明
性
を

も
っ
て
活
動
す
る
。

２�　

議
会
は
、
町
民
の
多
様
な
意
見
を
把
握
し
、
独
自
の
政
策

立
案
及
び
政
策
提
言
に
取
組
む
。

３�　

議
会
は
、
町
民
に
開
か
れ
た
議
会
を
目
指
し
て
、
情
報
を

開
示
す
る
と
と
も
に
、
町
民
が
参
画
し
や
す
い
議
会
運
営
に

努
め
る
。

４�　

議
会
は
、
町
民
の
負
託
に
応
え
、
開
か
れ
た
議
会
を
実
現

す
る
た
め
継
続
的
に
議
会
改
革
を
推
進
し
て
い
く
。

　
（
議
員
の
活
動
原
則
）

第�

３
条　

議
員
は
、
議
会
が
言
論
の
府
で
あ
る
こ
と
及
び
合
議

制
機
関
で
あ
る
事
を
十
分
に
認
識
し
、
議
員
相
互
間
の
言
論

を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
自
由
な
討
議
を
推
進
す
る
。

２�　

議
員
は
、
調
査
、
研
究
、
研
修
等
を
通
じ
て
自
己
の
能
力

を
高
め
る
不
断
の
研
鑽
に
努
め
る
。

３�　

議
員
は
、
町
政
全
般
の
課
題
に
つ
い
て
多
様
な
町
民
意
見

の
的
確
な
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
一
部
団
体
及
び
地
域

の
意
向
に
と
ら
わ
れ
ず
、
町
民
全
体
の
福
祉
の
向
上
を
目
指

し
て
活
動
す
る
。

　

第
３
章　

町
民
と
議
会
の
関
係

　
（
町
民
と
議
会
の
関
係
）

第�

４
条　

議
会
は
、
議
会
の
活
動
に
関
す
る
情
報
公
開
を
徹
底

し
、
町
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
十
分
に
果
た
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２�　

議
会
は
、
本
会
議
の
ほ
か
常
任
委
員
会
、
議
会
運
営
委
員

会
及
び
特
別
委
員
会
を
原
則
と
し
て
公
開
す
る
。

３�　

議
会
は
、
法
第
１
０
０
条
の
２
に
規
定
す
る
専
門
的
事
項

に
か
か
る
調
査
並
び
に
法
第
１
０
９
条
、
法
第
１
０
９
条
の

２
及
び
法
第
１
１
０
条
に
規
定
す
る
公
聴
会
及
び
参
考
人
の

制
度
を
十
分
に
活
用
し
、
専
門
的
又
は
政
策
的
見
地
等
を
議

会
の
討
議
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
。

４�　

議
会
は
、
請
願
及
び
陳
情
を
政
策
提
言
と
位
置
付
け
、
そ

の
審
議
に
お
い
て
は
、
提
案
者
が
希
望
し
た
場
合
、
参
考
人

と
し
て
意
見
を
聞
く
機
会
を
設
け
る
。

５�　

議
会
は
、
町
民
、
諸
団
体
な
ど
と
の
意
見
交
換
の
場（
一
般

会
議
）を
多
様
に
設
け
、
議
会
及
び
議
員
の
政
策
能
力
を
強
化

す
る
と
と
も
に
、
政
策
提
案
の
拡
大
を
図
る
。

６�　

議
会
は
、
重
要
な
議
案
に
対
す
る
各
議
員
の
態
度
を
議
会

広
報
で
公
表
す
る
と
と
も
に
、
議
員
の
活
動
に
対
す
る
町
民

の
評
価
が
的
確
に
な
さ
れ
る
情
報
の
提
供
を
行
う
。

　
（
議
会
報
告
会
）

第�

５
条　

議
会
及
び
議
員
の
活
動
原
則
に
基
づ
く
町
民
と
の
多

様
な
意
見
交
換
の
機
会
と
し
て
、
少
な
く
と
も
年
１
回
以
上

議
会
報
告
会
を
行
う
。

２　

議
会
報
告
会
に
関
す
る
こ
と
は
、
別
に
定
め
る
。

　

第
４
章　

町
長
と
議
会
の
関
係

　
（
町
長
と
議
会
及
び
議
員
の
関
係
）

第�

６
条　

議
会
の
本
会
議
に
お
け
る
議
員
と
町
長
及
び
執
行
機

関
の
職
員
の
質
疑
応
答
は
広
く
町
政
上
の
論
点
、
争
点
を
明

確
に
す
る
た
め
、
一
般
質
問
は
一
問
一
答
方
式
で
行
う
。

２�　

議
長
か
ら
本
会
議
並
び
に
常
任
委
員
会
、
特
別
委
員
会
へ

の
出
席
を
要
請
さ
れ
た
町
長
等
は
、
議
員
の
質
問
に
対
し
て

議
長
又
は
委
員
長
の
許
可
を
得
て
反
問
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３�　

町
長
は
、
議
会
又
は
議
員
の
政
策
形
成
等
の
活
動
を
支
援

す
る
た
め
、
財
政
措
置
、
情
報
提
供
そ
の
他
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
町
長
に
よ
る
政
策
等
の
形
成
過
程
の
説
明
）

第�

７
条　

町
長
は
、
議
会
に
計
画
、
政
策
、
施
策
、
事
業
等（
以

下「
政
策
等
」と
い
う
。）を
提
案
す
る
と
き
は
政
策
等
の
水
準

を
高
め
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
政
策
等
の
決
定
過
程
を
説
明

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）　

政
策
等
を
必
要
と
す
る
原
因
又
は
背
景

（
２
）　

政
策
等
案
以
外
の
代
替
案
の
検
討
有
無
及
び
そ
の
内
容

（
３
）　�

他
の
自
治
体
の
類
似
す
る
政
策
等
の
状
況
及
び
比
較
検

討
の
結
果

（
４
）　

総
合
計
画
上
の
根
拠
又
は
位
置
づ
け

（
５
）　

政
策
等
決
定
に
お
い
て
参
考
に
し
た
法
令
及
び
条
例
等

（
６
）　

政
策
等
案
の
策
定
に
関
し
て
参
考
に
し
た
情
報

（
７
）　�

政
策
等
の
実
施
に
必
要
な
財
源
措
置
及
び
将
来
に
わ
た

る
コ
ス
ト
計
算

（
８
）　�

政
策
等
決
定
に
か
か
わ
る
、
町
民
参
加
の
状
況
及
び
そ

の
内
容

　

第
５
章　

自
由
討
議
の
拡
大

　
（
自
由
討
議
の
拡
大
）

第�

８
条　

議
会
は
、
提
出
議
案
に
関
し
て
審
議
し
結
論
を
出
す

場
合
、
議
員
相
互
間
の
自
由
討
議
に
よ
り
議
論
を
尽
く
し
て

合
意
形
成
に
努
め
、
町
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
十
分
に
果

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

議
員
は
、
前
項
に
よ
る
議
員
相
互
間
の
自
由
討
議
を
拡
大

す
る
た
め
、
政
策
、
条
例
、
意
見
書
な
ど
の
議
案
の
提
出
を

積
極
的
に
行
う
。

　

第
６
章　

議
会
事
務
局
の
体
制
整
備

　
（
議
会
事
務
局
の
体
制
整
備
）

第�

９
条　

議
会
は
、
議
会
及
び
議
員
の
政
策
形
成
、
立
案
機
能

を
高
め
る
た
め
議
会
事
務
局
の
調
査
・
法
務
機
能
を
積
極
的

に
強
化
す
る
。

　

第
７
章　

政
務
調
査
費

　
（
政
務
調
査
費
）

第�

10
条　

政
務
調
査
費
の
交
付
を
受
け
た
議
員
は
、
公
正
性
、

公
明
性
等
の
観
点
に
加
え
、
町
民
等
か
ら
疑
義
が
生
じ
な
い

よ
う
、
議
長
に
対
し
証
票
類
を
添
付
し
た
報
告
書
を
提
出
す

る
と
と
も
に
政
務
調
査
費
に
よ
る
活
動
状
況
の
情
報
公
開
を

行
う
。

�　

第
８
章　

議
員
の
政
治
倫
理

　
（
議
員
の
政
治
倫
理
）

第�

11
条　

議
員
は
、
町
民
全
体
の
代
表
者
と
し
て
、
そ
の
倫
理

性
を
常
に
自
覚
し
、
町
民
の
疑
惑
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う

行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
政
治
倫
理
の
確
立
及
び
向

上
に
関
し
て
は
、
志
免
町
政
治
倫
理
に
関
す
る
条
例（
平
成
７

年
志
免
町
条
例
第
２
１
号
）の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

�　

第
９
章　

最
高
規
範
性
及
び
見
直
し
手
続
き

　
（
最
高
規
範
性
）

第�

12
条　

こ
の
条
例
は
、
議
会
運
営
に
お
け
る
最
高
規
範
で

あ
っ
て
、
議
会
は
、
こ
の
条
例
に
違
反
す
る
議
会
の
条
例
、

規
則
、
規
程
等
を
制
定
し
て
は
な
ら
な
い
。

２�　

議
会
は
、
こ
の
条
例
の
理
念
を
共
有
す
る
た
め
、
一
般
選

挙
を
経
た
任
期
開
始
後
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、
こ
の
条
例

に
関
す
る
研
修
を
行
う
。

　
（
見
直
し
手
続
き
）

第�

13
条　

議
会
は
、
一
般
選
挙
を
経
た
任
期
開
始
後
、
で
き
る

だ
け
速
や
か
に
、
こ
の
条
例
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
を
議
会
運
営
委
員
会
に
お
い
て
検
討
す
る
。

�　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
22
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

志
免
町
議
会
基
本
条
例
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